※本仕様書は、案であるため、変更が生じる可能性があります。

●●流域下水道　●●水みらいセンター　焼却灰売払い業務（単価契約）
仕 様 書（案）

第 1 条　適用
１　本仕様書は、●●流域下水道 ●●水みらいセンター 焼却灰売払い業務（単価契約）（以下「本業務」という。）に適用する。 
２　本仕様書に記載なき事項は「委託役務業務必携 大阪府都市整備部」によるものとする。
３　買受者は、請書、本仕様書により本業務を遂行すること。 

第２条　業務の目的 
１　本業務は、●●流域下水道 ●●水みらいセンターで発生する焼却灰（以下「対象物」という。）を買受者に売払うものである。

第３条　業務期間
本業務の業務期間は令和●年●月●日から令和●年●月●日までとする。

第４条　業務の場所
●●流域下水道 ●●水みらいセンター（●●市●●丁目地内）

第５条　対象物の種類及び数量
１　種 類
下記焼却炉から発生した焼却灰
・●号焼却炉 過給式流動焼却（焼却能力205wet-ｔ/日）（●●会社製令和元年～稼働）
・●号焼却炉 流動焼却炉（焼却能力160 wet-ｔ/日）（●●会社製平成16年～稼働）
・●号焼却炉 流動焼却炉（焼却能力180 wet-ｔ/日）（●●会社製平成23年～稼働）

２　数 量 
１　各焼却炉から発生する対象物の発生実績及び見込み数量については、（表１）の「焼却灰売払い業務（単価契約）炉別発生予定量 」を参照のこと。なお、売り払い量については買受者の予定数量とし、買取の最低量は設けない。

２　買受者は、入札時に提出した買受予定量内訳に変更が生じる場合は、あらかじめ大阪府と協議のうえ定めるものとする。


（表１）焼却灰売払い業務（単価契約）炉別発生予定量湿灰（実績）
（wet-ｔ）
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
1月
2月
3月
合計
●号炉
190
点検
点検
170
190
180
180
200
170
150
130
120
1,680
●号炉
50
200
150
110
点検
点検
90
150
120
40
90
100
1,100
●号炉
180
190
180
210
190
180
110
点検
点検
180
120
150
1,690
合計
420
390
330
490
380
360
380
350
290
370
340
370
4,470
乾灰（換算）
（dry-ｔ）
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
1月
2月
3月
合計
●号炉
133
点検
点検
119
133
126
126
140
119
105
91
84
1,176
●号炉
35
140
105
77
点検
点検
63
105
84
28
63
70
770
●号炉
126
133
126
147
133
126
77
点検
点検
126
84
105
1,183
合計
294
273
231
343
266
252
266
245
203
259
238
259
3,129



第６条　対象物の数量認定方法
１　対象物の積載物の認定量は、トラックスケールで計量された総重量から空車重量を差し引いた量（計量証明事業登録事業者発行のもの）を認定量とする。買受者は別紙様式（今後作成予定）の「業務実績報告書」に認定量を記載し、１カ月毎に提出すること。
実績数量に小数点第３位以下の端数があるときは、小数点第３位で四捨五入するものとする。

２　買受者は運搬される対象物が買受見込み量より少なかったことに起因する損害について、大阪府に対し一切請求することはできない。

第７条　運搬経路
●●水みらいセンター内及び周辺の運搬経路については、別添図（今後作成予定）に示す経路を通行すること。特別な事情がない限りは、この運搬経路以外を通行してはならない。

第８条　運搬日時
１　木曜日を除く平日（祝日を除く）
２　業務の場所での積み込み時間　午前9時００分から午後４時００分

第９条　運搬車両等
１　本業務に使用する運搬車は、法による許可を受けた車輌を使用すること。
２　運搬中に焼却灰が飛散または流出しない設備を有していること。また、シート等により荷台上部を覆蓋すること。
３　焼却灰の買受は湿灰を基本とするが、乾灰での買受を希望する場合は、粉粒体運搬車等の必要な措置について、買受者の責にて実施すること。
４　別添図（今後作成予定）のとおり、搬出場所に制限があるため、現地確認のうえ配車すること。なお、対象物の積み込みに必要な機器についても、買受者が用意すること。
５　別添図（今後作成予定）に定めるトラックスケールで計量可能な車両であること。過積載防止のための質量確認を行うこと。
６　本業務に使用する運搬車輌は使用車種規制（ＮＯｘ・ＰＭ等）適合車を使用すること
７　その他、上記以外の車両等で搬出する場合、事前に飛散防止対策等について大阪府の承諾を得ること。

第１０条　契約条件
１　売払価格（消費税込）は契約単価に確定後の数量を乗じた金額とする。
２　買受者は、大阪府が指定する請書を提出すること。
３　売払代金は、会計年度毎に大阪府が発行する納入通知書により、ただちに納付するものとする。

第１１条　業務実施における留意事項
１　本業務の実施にあたっては、周辺の施設等に損害を与えないよう十分に注意すること。なお、損害を与えた場合は、買受者の責任において復旧すること。 
２　本業務の対象物から再生不能物（廃棄物）が発生したときは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に定める基準により処分を行い報告すること。
３　買受者は、大阪府と買受量と搬出計画について、搬出予定日の２週間前までに日時を調整すること。
４　買受者は、関係法令を遵守し、適切に使用するとともに、使用実績（数量等）を１カ月毎に報告すること。

第１２条　事務手続等
１　売払い量及び搬出頻度については契約後、協議のうえ定めるものとする。
２　買受者は、業務が完了したときは、完了から10日以内に、業務の完了を証明する書類、完了届を大阪府に提出しなければならない。ただし、３月実施分については３月末日までに提出しなければならない。

第１３条　ダイオキシン類ばく露防止協議部会
大阪府では、●●水みらいセンター焼却施設内等で作業に従事する労働者のダイオキシン類へのばく露を未然に防止するため、ダイオキシン類ばく露防止協議部会を設置している。買受者は当協議部会に参加するとともにダイオキシン類へのばく露防止の取り組みに協力しなければならない。

第１４条　売払い等の制限及び停止
１　大阪府は、災害、施設の破損、その他やむを得ない事情がある場合は、焼却灰の売払い等を制限し、又は停止することがある。
２　大阪府は、次の各号のいずれかに該当するときは、その事由が継続する間、買受者に対し、焼却灰の売払いを停止することがある。
（１）買受者が目的以外に焼却灰を使用・処分したとき。
（２）買受者が料金を納付しないとき。

（その他）
第１４条　その他の事項については次のとおりとする。
本仕様書に定めのない事項又は、本業務の実施に際し疑義が生じた場合は、大阪府と買受者が協議し定めるものとする。
